
株式会社ビーネックスソリューションズ 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

  

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

 

 

１．計画期間   ２０２３年１０月１日～２０２５年９月３０日 

 

 

２．目標と取組内容・実施時期 

 

   目標：育児休業の取得率を以下の水準以上にする。  

      ・男性社員：２０％以上 

      ・女性社員：８０％以上 

 

 

  ＜実施時期・取組内容＞ 

・２０２３年１０月～  育児休業復職に対応する相談窓口を設置する。 

  男性の育児休業取得者の実態調査を行い、取得促進に向

けての施策を検討する。 

・２０２４年 ４ 月～  育児休業取得に関する案内や説明を拡充する。 

  育児休業取得拡大に資する研修等を実施/提供する。 


